
高岡天ヶ城麓地区まちづくりガイドライン 事前協議の手引き 

 

 高岡天ヶ城麓地区では、魅力あるまちづくりを実現するため、関係者の理解と協力をも

とに、以下の基本理念に基づき、まちづくりを積極的に推進します。 

「歴史とくらしがふれあう心豊かなまち」 

～歴史的資産を活かした、心癒される高岡天ヶ城麓のまちなみづくり～ 

 そこで、「高岡天ヶ城麓地区まちづくりガイドライン」に基づいて、対象となる行為を行

う方に事前協議申請の提出をお願いしています。 

 

１ 対象区域 

  右区域図参照 

 

２ 対象となる行為 

  規模にかかわらず、以下の行為が対象となります。 

  (1)建築物の新築、増築、改築、外観の変更等 

  (2)工作物の新設、増築、改築、外観の変更等 

  (3)屋外広告物の新設、増設、改造、表示の変更等 

 

３ 手続のながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 配慮していただきたいこと 

  「高岡天ヶ城麓地区まちづくりガイドライン」をご覧ください。 

 

５ 事前協議申請に必要な書類 

  (1)事前協議申請書 

  (2)色、デザイン等がわかる資料（例：立面図、外観パース、１階平面図、現況写真等） 
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＊高岡天ヶ城麓地区 建築物等新築等に係る事前協議申請書の記載方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊申請される方は、事業主（施主）、設計者、施工者、代理者、どなたでも構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

申請日を記入 

印鑑は不要 

申請者と担当者

が同一の場合は

記入不要 

該当する項目に

○をお願いしま

す。該当する項

目 が な い 場 合

（例、改修、改

装等）は「その

他」に記入をお

願いします。 

 

どのような色、

デザインにされ

るのか等、計画

の概要を記入し

てください。 

通りから見たと

きの外観がわか

る資料の添付を

お願いします。

【お問い合わせ】 

高岡天ヶ城麓地区歴史的まちなみ整備住民協議会 事務局（松浦・東迫） 

 

TEL＆FAX ０９８５－８２－５１８９（松浦） ０９８５―８２－２５８５（東迫） 

平成　　　　年　　　　月　　　　日

高岡天ヶ城麓地区歴史的まちなみ整備住民協議会会長　様

（お問い合わせ）　高岡天ヶ城麓地区歴史的まちなみ整備住民協議会

担当者
（代理人）

申請者

事前協議
対象物件

用途・種類

住所

TEL

〒　　　－　　　　

法人名（法人の場合）

氏名
（法人の場合は代表者）

FAX e-mail

e-mail

〒　　　－　　　　

FAX

場　　　所

行為の種別

宮崎市高岡町

新築　・　増築　・　改築　・　外観の変更

新設　・　増築　・　改築　・　外観の変更

設置　・　増設　・　改造　・　表示の変更

所属（社名・部署）

建　築　物

工　作　物

屋外広告物

住所

TEL

担当者氏名

（※協議会記入欄）

高岡天ヶ城麓地区　建築物等新築等に係る事前協議申請書

/　/ /　/ /　/

工事の期間

計画の概要

平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日（予定）

　高岡天ヶ城麓地区まちづくりガイドラインに基づき、下記のとおり事前協議申請いたします。

受付№ 受理 確認 回答

添付資料 色、デザイン等がわかる資料（例　立面図、外観パース、写真等）

そ　の　他


